
 

 

北陸地区所有者不明土地対策連携協議会 令和元年度通常総会・議事要旨 

 

１．日時 

令和元年５月１６日（木） １３：０５～１３：５５ 

 

２．場所 

富山県農協会館 ８Fホール 

 

３．出席者 

構成員 

国土交通省北陸地方整備局、法務省富山地方法務局 

新潟県土木部、富山県土木部、石川県土木部 

新潟市、糸魚川市、富山市、高岡市、魚津市、砺波市、南砺市、射水市、入善町、 

白山市、野々市市、穴水町、能登町 

協力団体 

新潟県弁護士会、富山県弁護士会、富山県司法書士会、石川県司法書士会、 

新潟県土地家屋調査士会、富山県土地家屋調査士会、石川県土地家屋調査士会、 

富山県行政書士会、石川県行政書士会、北陸不動産鑑定士協会連合会、 

一般社団法人日本補償コンサルタント協会北陸支部 

 

４．議事要旨 

（１）挨拶 

・会 長 国土交通省北陸地方整備局長（北陸地方整備局 福田克彦用地部長代読） 

・副会長 法務省富山地方法務局 小宮山義隆局長 

 

（２）議事 

・議題第１号「規約変更（案）」説明 

・議題第２号「令和元年度活動計画（案）」説明 

・議題第１号及び議題第２号については、原案どおり総会の総意を持って決定 

 

（３）報告事項 

・運営規程について報告 

・相談窓口の開設等について報告 

・協力団体による所有者不明土地に係る取組状況について報告 

（新潟県弁護士会） 

所有者不明土地問題については、当会内にプロジェクトチームを立ち上げたとこ

ろ。今後、勉強会を開催する予定である。関東弁護士会連合会においても３月２８

日、さいたま市において所有者不明土地等問題シンポジウムを開催しており、勉強

会を進めている段階である。 



 

（富山県司法書士会） 

所有者不明土地あるいは空き家の専門の委員会を設置し、会員に対して速やかに

情報提供するほか、研修も実施している。昨年には、空き家に関して一般の方を対

象とした相談会を開催したが、初めて相談をされた方が多く、『今まで相談したかっ

たが、どこに相談すればよいか分からなかった』という回答が印象に残っている。

引き続き、相談業務や会員研修については関係機関と連携をして実施していく。 

（石川県司法書士会） 

日々受けている相談のうち、相続や空き家の相談が増えていることから、空き家

あるいは所有者不明土地に対する認知・興味が高まっているものと感じている。石

川県公共嘱託登記司法書士協会では、所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特

別措置法に基づく長期相続未了土地解消作業を応札し、所有者不明土地の探索・確

定をすることにより、その解消について一定の役割を担っている。また、所有者が

不明となった空き家、底地に関してこれを解決するための協定を石川県内の５市町

と締結し、連携して活動を行っている。 

（新潟県土地家屋調査士会） 

平成３１年２月に日本土地家屋調査士会連合会から「表題部所有者不明土地の解

消に係る実施要領を策定するための準備的作業実施について」の通知があり、４月

末には新潟地方法務局から「所有者不明土地施行規則の公布に当たり、表題部所有

者不明土地の解消に係る実施要領を策定するための準備的作業を実施する。そのた

めに、専門的知見から事務補助員の選任をお願いしたい」との協力要請があった。

当会としては、その実施地域に精通した会員を選任し、協力をしていきたいと考え

ている。 

（富山県土地家屋調査士会） 

日本土地家屋調査士会連合会が立ち上げた地籍問題研究会へ参加し、所有者不明

土地問題に関する情報と知識の収集を行っている。また、同連合会からの要請で、

当会員が過去に処理した表題部所有者不明土地について情報提供と報告を行った。

現在、法務省が取り組んでいる表題部所有者不明土地の解消に係る実施要領を策定

するための準備的作業に向けて、事務補助員を推薦することとしている。 

（石川県土地家屋調査士会） 

主に講演会と研修、広報、啓発活動を行っている。講演会は、所有者不明土地対

策に精通した講師を招き、土地家屋調査士や自治体関係者の他、一般の方も対象と

して開催している。今後は土地家屋調査士と構成員との情報共有などを目指し、自

治体に協力していきたい。 

（富山県行政書士会） 

平成２６年より、富山市から「空き家所有者等の特定に係る親族調査報告書作成

業務」を受託し、富山市内の空き家の所有者の調査を行っている。戸籍の判読・収

集に精通している会員が従事し、法定相続人の調査や親族関係の説明図の作成等を

行っている。調査対象件数は年々増えてきている状態であり、引き続き協力してい



 

きたい。 

（石川県行政書士会） 

今後の予定として、所有者不明の遊休農地の権利調査に取り組む。他県の行政書

士会においては、既に自治体との連携事例があり、例えば秋田県内では、国の農地

集積・集約化対策事業による所有者不明農地の権利調査に関し、行政書士の活用に

ついて要望を行った。また福岡県では、所有者不明の農地の現地調査に関する業務

委任の表記案を締結し、所有者不明の農地の権利調査、相続関係図の作成等を行っ

ている。当会でも同様に取り組んで協力していきたい。 

（北陸不動産鑑定士協会連合会） 

当会員に対しては、所有者不明土地に関する仕組み、内容、利用方法などについ

て周知している。また、日本不動産鑑定士協会連合会からも所有者不明土地法のガ

イドライン検討会へ委員を派遣し、情報収集やその内容の周知をしている。所有者

不明土地が活用されていく段階において、使用権や債権、補償金、査定の方法や担

保の評価などは、不動産鑑定士が一番関わる場面と考えており、どのような方法が

適切であるのか検討している。 

（一般社団法人日本補償コンサルタント協会北陸支部） 

所有者不明土地対策の動きは、補償コンサルタントとしての用地調査業務と共通

するものが多く、業界一致で地方公共団体の用地業務の円滑な遂行に視する支援が

できると考えている。当会員に対しては、所有者不明土地法に係わる関連知識の向

上を図るべく、全国１０会場で所有者不明土地対策に関する説明会を実施する予定。

北陸支部では６月２７日に新潟市で実施する。補償コンサルタントは、起業者の用

地取得をサポートする専門業者であり、ノウハウを活かすことができる分野として

は、「所有者不明土地の確認作業」「地域福利増進事業実施の準備、裁定申請におけ

る損失補償の算定作業」「地域福利増進事業に係る裁定申請書の作成作業」が挙げら

れる。 

 

以上 


